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山形県・山形県交通安全対策協議会
見てね！

山形県
交通安全対策協議会
公式Twitter

｢道路交通法｣及び｢山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関す
る条例｣では、年齢を問わず自転車に乗る全ての人にヘルメットの
着用が努力義務となっています。


